
埼玉県広報紙「彩の国だより」、「こども版 彩の国だより」 

及び埼玉県ホームページバナー広告掲載業務契約書 
 
 埼玉県（以下「甲」という。）と株式会社〇〇○○（以下「乙」という。）は、埼玉県広報

紙「彩の国だより」、「こども版 彩の国だより」（以下「彩の国だより等」という。）への

広告掲載業務及び埼玉県ホームページ（以下「県ホームページ」という。）のバナー広告掲載

業務に関し、次のとおり契約を締結する。 

 
（趣旨） 
第１条 乙は、令和８年度「彩の国だより」広告掲載仕様書、令和８年度「こども版 彩の国

だより」広告掲載仕様書、「彩の国だより」広告掲載基準、「こども版 彩の国だより」広

告掲載基準（以下「彩の国だより等広告掲載基準」という。）、令和８年度埼玉県ホームペ

ージバナー広告掲載仕様書（以下「バナー広告仕様書」という。）及び埼玉県ホームページ

バナー広告掲載要綱（以下「バナー広告要綱」という。）に基づき、甲が発行する「彩の国

だより」、「こども版 彩の国だより」及び甲が管理する県ホームページにバナー広告を掲

載し、甲に対し、その対価を支払うものとする。 

（権利、義務の譲渡等の禁止） 
第２条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、

又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合は、

この限りではない。 
（再委託等の禁止） 
第３条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託、又は引き受けさせてはならない。ただし、あ

らかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りではない。 
（品名及び契約金額等） 
第４条 品名、数量、契約金額及び契約期間は、次のとおりとする。 
(1) 品名 
ア 彩の国だよりの広告掲載 

イ こども版 彩の国だよりの広告掲載 

ウ 県ホームページのバナー広告掲載 

(2) 数量 

ア 彩の国だよりの規定広告枠数 

 彩の国だより広告仕様書のとおり 

イ こども版 彩の国だよりの規定広告枠数 

 こども版 彩の国だより広告仕様書のとおり 

ウ 県ホームページのバナー広告枠数 

 バナー広告掲載仕様書のとおり 

(3) 契約金額 
ア 総額  

金〇〇○円（うち消費税及び地方消費税額〇〇○円） 
【内訳】 

彩の国だより広告掲載に係る金額〇〇○円 



（うち消費税及び地方消費税額〇〇○円） 

こども版 彩の国だより広告掲載に係る金額〇〇○円 

（うち消費税及び地方消費税額〇〇○円） 

県ホームページバナー広告掲載に係る金額〇〇○円 

（うち消費税及び地方消費税額〇〇○円） 

※ 彩の国だより広告仕様書に基づき「彩の国だより情報版中面」広告の追加掲載を行

った場合は、追加した枠数に下記イの１枠あたりの額を乗じた金額を総額に合算する。

なお、１／２枠あたりの金額は、１枠あたりの金額に０．５を乗じた金額とする。た

だし、１円未満は切り上げとする。 

イ 彩の国だより情報版中面広告分 
１枠当たり金〇〇○円（消費税及び地方消費税額を除く） 

ウ 彩の国だより裏表紙広告分 
１枠当たり金〇〇○円（消費税及び地方消費税額を除く） 

エ こども版 彩の国だより裏表紙広告分 
１枠当たり金〇〇○円（消費税及び地方消費税額を除く） 

オ 県ホームページバナー広告分 
１枠当たり金〇〇○円（消費税及び地方消費税額を除く） 

(4) 契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
(5) 契約保証金 

乙は、この契約締結と同時に契約保証金として、金○○○円を甲の指定する手段に

より、甲に納付しなければならない。ただし、契約保証金には、利子を付さないものと

する。（又は免除） 

（契約金の納付方法） 
第５条 乙は、契約金の納付について、次の(1)、(2)及び(3)の合算した額を、納付期限まで

に、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。 

(1) 彩の国だよりの広告は、別紙「令和８年度彩の国だより広告納付金額内訳書」に基づ

く毎月の納付額とする。ただし、各号に広告の規定枠の移動、広告の追加掲載があった

場合は、次のとおりとする。 

ア 規定枠の移動があった場合 

 中面の広告枠を他の号に移動させた場合は、移動元の号の納付額から前条(3)イの金

額を除いた金額とし、移動先の号の納付額に前条(3)イの金額を加えた金額とする。 

イ 広告の追加掲載があった場合 

 中面の広告枠を追加した場合は、それぞれの号の納付金額に前条(3)アの※の金額を

加えた金額とする。 

(2) こども版 彩の国だよりの広告は、別紙「令和８年度こども版 彩の国だより広告納

付金額内訳書」に基づく納付とする。 

(3) 県ホームページバナー広告は、別紙「令和８年度バナー広告納付金額内訳書」に基づ

く各月の納付額とする。 

２ 乙は、前項で規定する契約金を納付期限までに納入しないときは、当該未支払額につ

き、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の違約金を甲に支払わなけ



ればならない。ただし、違約金の総額が１００円に満たないときはこの限りではない。 

（契約金の減額） 

第６条 甲は、バナー広告要綱第１１条第１項により契約額を減額する場合は、減額する金

額を、日割り計算により算出するものとする。ただし、当該金額には利息を付さない。 
２ 彩の国だよりに掲載する広告が第４条(2)アの数量に満たない場合であっても、契約金額

及び毎月の納付金額の減額はしない。 

３ こども版 彩の国だよりに掲載する広告が第４条(2)イの数量に満たない場合であっても、

契約金額及び毎月の納付金額の減額はしない。 

（損害賠償） 
第７条 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約に定める事項を履行せず、甲に損害 

を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に賠償しなければならない。 
（談合等の不正行為に係る損害の賠償） 
第８条 この契約に関し、乙（共同企業体の場合にあっては、その構成員）が、次の各号のい

ずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約金額（この契約締結後、契約

金額の変更があった場合には、変更後の金額）の１０分の２に相当する額を賠償金として甲

の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。 
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項又は第８条の３の規定に基づ

く課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したと

き（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合

を含む）。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業団体（以下「乙等」という。）に対して

行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていな

いときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号

において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったと

されたとき。 

(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定

に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が

示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公

正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令におけ

る課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の

提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) この契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の

独占禁止法第８９条第１項に規定する刑が確定したとき。 
(5) この契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の

刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過



分について賠償を請求することを妨げるものではない。 

３ 乙が前２項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過し

た日から支払をした日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利

息を甲に支払わなければならない。 

（甲の催告による契約の解除） 
第９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を  
 催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ 
 の期間を経過した時におけるその不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽 
 微であるときは、この限りでない。 

(1) 履行期間内にこの契約に定める事項が完了しないとき又は完了する見込みがないと                    

  認められるとき。 

 (2)  前号に掲げる場合のほか、この契約に定める義務を履行しないとき。 

（甲の催告によらない契約の解除） 

第１０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ 

  とができる。 

 (1) 第２条の規定に違反してこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡したと 

   き。 

 (2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。 

 (3) 乙が第１条及び第５条の規定に違反するとき。 

 (4) この契約に定める事項の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(5) この契約に定める事項の一部の履行が不能である場合又はこの契約に定める事項の 

  一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約 

  をした目的を達することができないとき。 

(6) この契約に定める事項の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 

  間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行 

  をしないでその時期を経過したとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に定める事項を履行せず、甲が前条の催告 
  をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか 
  であるとき。 
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。 

(9) 乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において  

  同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加   

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接   

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら   

れるとき。 

カ 委託契約その他の契約（以下「委託契約等」という。）に当たり、その相手方がアか



らオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託契約等の相手方としていた場   

合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該委託契約等の解除を求め、乙

がこれに従わなかったとき。 

２ 甲は、第１項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除 

することができる。 
（暴力団員等からの不当な要求の報告） 
第１１条 乙は、乙又は下請契約等の相手方が、この契約又は当該下請契約等の履行に当たり、

暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者

その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。）から不

当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報（次項にお

いて「報告等」という。）をしなければならない。 
２ 乙は、委託契約等の相手方に対し、当該委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団

関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければな

らない。 

（契約の費用） 
第１２条 この契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。 

（秘密の保持等） 
第１３条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の

目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
（危険負担） 
第１４条 契約締結後、広報紙の新聞折り込み、ホームページの掲載までに甲、乙双方の責め

に帰することのできない理由により発生した損害については、一切乙の負担とする。 

（事業者調査への協力） 

第１５条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、

甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し（甲に関する部分に限

る。）の提出について、協力を要請することができる。 

 （情報通信の技術を利用する方法） 
第１６条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、

関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。 
 

 
 この契約の成立の証として本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後、押印に代わる

電磁的処理を施し、各自その電磁的記録を保管する。 

 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年○月○日 
 

さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 
甲    埼 玉 県 
 

埼 玉 県 知 事   大 野 元 裕 
 
○○○○○ 

乙   株式会社○○○ 
 

      ○○○○ 



掲載月 納付金額 納付期限

※　令和８年度「彩の国だより」広告掲載仕様書１のとおり、４ページとなる号は変動する場合がある。

別紙　令和８年度彩の国だより広告納付金額内訳書

８月号
(４ページ）

９月号

７月号

６月号

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

　 　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　 円×１枠

令和８年
１０月３０日

（金）

令和８年
１２月２８日

（月）

令和９年
１月２９日

（金）

令和９年
２月２６日

（金）

令和９年
３月３１日

（水）

　          円(消費税及び地方消費税を含む）
（３月号内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙：           円×２枠
　　中面　：           円×１枠
（４月号内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙：           円×１枠

令和８年
５月号

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

　 　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　 円×１枠

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

令和８年
５月２９日

（金）

令和８年
６月３０日

（火）

令和８年
７月３１日

（金）

令和８年
８月３１日

（月）

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

令和８年
９月３０日

（水）

４月号
（４ページ）

令和９年
１月号

１２月号
（４ページ）

   　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　  円×２枠
　　中面　：           円×１枠

令和８年
１１月３０日

（月）

１０月号

１１月号

３月号

２月号



掲載号 納付金額 納付期限

別紙　令和８年度こども版　彩の国だより広告納付金額内訳書

冬号

　 　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　 円×２枠

　 　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　裏表紙： 　　　　 円×２枠

令和８年
夏号

別途県が指定す
る。

別途県が指定す
る。



掲載月 バナー広告入替作業予定日 納付金額 納付期限

１１月分

令和８年
８月３１日
（月）

令和８年
９月３０日
（水）

令和８年
１０月３０日

（金）

３月分 ２月２６日（金）　午後

令和８年
１１月３０日

（月）

令和８年
１２月２８日

（月）

令和９年
１月２９日
（金）

令和９年
２月２６日
（金）

１２月分

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

４月１日（水）　午前
令和８年
５月２９日
（金）

令和８年
６月３０日
（火）

令和８年
７月３１日
（金）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

令和９年
１月分

１２月２８日（月）午後

１月２９日（金）　午後

令和８年
４月分

別紙　令和８年度バナー広告納付金額内訳書

７月分

８月分

６月分

５月分

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

令和９年
３月３１日
（水）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

９月分

１０月分

７月３１日（金）　午後

８月３１日（月）　午後

９月３０日（水）　午後

２月分

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　　円×10枠）

　　　　　円(消費税及び地方消費税を含む）

（2月号内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　円×10枠）
（3月号内訳(消費税及び地方消費税を除く））
　　   　　　円×10枠）

４月３０日（木）　午後

５月２９日（金）　午後

６月３０日（火）　午後

１０月３０日（金）午後

１１月３０日（月）午後


